
開催日時

場所 上市町役場２階　第１会議室

出席委員

１番 冨樫　隆 ２番 大江　登美江 ３番 村上　正毅 ４番 林　忠治

５番 碓井　繁 ６番 中川　治 ７番 山本　裕子 ８番 青木　幸男

10番 岩城　正治 12番 酒井　喜之

出席推進委員 ５名

事務局 出席者

事務局長　酒井　紀明

事務局長代理　米山　洋　

議事録署名委員 10番 岩城　正治 12番 酒井　喜之

議事日程 １. 開　会

２. 会長の挨拶

３. 議事録署名委員の指名　

４. 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請の許可審議について

議案第２号

報告第１号

５. その他

６. 次回委員会の開催予定について

第11回総会

日時　令和６年６月５日（水）午後２時から

場所　上市町役場２階　第１会議室

７.

開会

事務局長

会長

事務局長

会長

事務局

会長

「議案第１号　農地法第３条の規定による許可申請の許可審議について」事務局より議案の説明をお願いい
たします。

（議案書をもとに説明）

はい。ありがとうございました。ただいまの事務局の説明に関連して、地区担当委員からのご報告をお願い
いたします。１から３まで●●委員さん、●●推進委員さん、４●●委員さん、●●推進委員さんよろしく
お願いいたします。

それでは最初にですね、議事録署名委員の指名をさせていただきます。10番　岩城委員さん、12番　酒井委
員さんひとつよろしくお願いいたします。本日の会議書記には、事務局職員の米山さんの方にひとつよろし
くお願いしたいと思っとります。それでは議事に入らさしていただきます。

第10回　上市町農業委員会総会議事録

令和６年５月２日（金）　午後２時

10名

農業経営基盤強化促進事業の農用地利用集積計画に係る実施方針の承認について

農地法第１８条第６項の規定による届出について

閉会

それでは、第10回上市町農業委員会総会を開催したいと思います。

只今の出席委員は、12名中10名であり、定足数に達しておりますので、総会が成立することをご報告いたし
ます。また推進委員は、６名中５名出席していただいております。

それでは、開会にあたりまして林会長よりご挨拶をお願いします。

会長あいさつ

はい。ありがとうございました。
それではさっそく議事に入りたいと思います。総会の議事は会長が行うことになっております。宜しくお願
いします。
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委員

会長
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会長

委員

会長

事務局長

会長

委員

会長

委員
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委員

会長

委員

会長

●●さん本日出席できないと相談受けましたけど、特に問題ないだろうと●●委員もそのように申しており
ましたので付け加えておきます。

３番目の●●さんの方。直接あの行けなかって来るときに場所だけちらっと見てきたんですけど、行政書士
●●●●さん担当されております。電話で聞きまして、この土地はどんな農地か聞きましたら、昔からです
ね自宅を建てたこれ分筆されてますので。自宅を建てた後の残りをだいぶ前から畑としてお借りしていたよ
うです。現在実際に畑として綺麗になっております。買われる方も●●●という●なんですが、●●さんが
●●●だと思うんですけどおられますので農地としてできると。自作農地がないんでどうやって耕すのかと
言う話なったんですけど。●●●●程かな、手作業でやると。いままでも手作業でやってたということで。
農地を持たれない方の性能性の中には大型機械があるかないかとかいう申請項目があるんですよ。それ全然
出てませんのでね機械をね。一応手作業でやるということで。鍬とスコップと水があればできるくらいの面
積なので。写真見たら周りに木があるようなんですけどこれは用水の所に立っている木なんですね。その中
には畑として耕作されている。特に問題はないかと思います。以上です。

４番につきまして●●委員さん

はい。場所は●●●●●●●の西側に●●●の●●●があります。それからちょっと南の方に行きますと●
●さんの●●があるがで、添付写真見られるとおりちょうどその横に●●●の土地があります。現況は畑
で、田んぼせえ言うたって、言うてもできないんで自家菜園として使用したいということで申請が書いてお
ります。別に問題はないと思います。

はい。●●推進委員さん

聞いてきたんですけど、南側の方なんですね敷地がぎりぎり入っているっていう事で。家庭菜園もなんです
けど、家を直したい時に梯子もかからんで隣の田んぼの方でですね使ってやっても、もしもなんかあった時
いいですよって言われたらしいんですけど。その隣のでかい大きい田んぼの方が●●●●さん言われて●●
●●●て、●●さんが●●さんって言う人らしいんですね。そしてですね家を直したい時にもできんという
ことでここを譲ってもらおうかと。ちょっと田んぼ見たんですけどここね●●●も何もわからんがです。畑
したんで、後はありました。●●●●によると許可を受けた時にはきちっと●●●●●もらって●●●を
しっかりして、私も元農家出身なんで野菜作り、家庭菜園をやりますとそういうことを言っとられました。
特に問題はないかなと。

推進委員さんの意見ちゃ。

あのね、さっき言いましたように。これね用水の●●●のとこに立ってました。

●●●の写真なんですがこれ、松の木植えて庭みたいに手入れして。

その他何かお尋ねすることありませんか。

あまり大きいもんでなけんねど。かあほんとに●け。

ほんと●。道路側にも用水あって反対側にも用水あるからどっち入るのか。農地として買われて畑として使
われるのは特に問題ない。

四番の●●さん、●●●ちゃきゃあほんと梯子かけるだけ。

それでは、質疑に入ります。質疑のある方は発言お願いします。

１番の方から。●●●●さん、●は●なんですけど。この方後から出てきますけど●●●●●●通して●●
●●さんって方に預けた件が●●ぐらい前かな。いろんな話の中から、ご本人は●●●っていう●で。自分
では田んぼが出来ないと、●●さんも田んぼやる気はないと。それともう以前にそういうふうに●●さんの
方へ預けるって私とこに相談があって地元の方に作ってくれとあれしたんですけど。引取りの原因は農機具
とか介在が出来ないということで預けられたんですね。●●●●さんの方は、近くに●●さんて●●●●が
住まいされてるんですよ。その方の関係から●●さんに譲ることにされたようです。個人の財産なんでこれ
やめられたらと言い方もできませんし、●●ほどの田んぼで、畑として残っとるだけなんですけどそういう
決断をされたようです。農業委員会の資料貰う先に、私こういうふうにしたいんだと地元で話しとるもんだ
からそういう話事前にいただいておりました。今からやめてもいいかともできませんしね。

ありがとうございました。

では、これより質疑に入ります。質疑のある方は発言願います。

ごめんなさい●●さん１、２、３申し訳ない。

問題はないと思います。

そうですか。申し訳ない。

２番目の●●●●さんの方は、これも後から●●●●が出てくるんですけど。●●●●さんで預かっていた
だくと●●程前かな。この方の田んぼの方も周りの方結構預かって作っとられたんですけどいろいろ問題が
あって、どうしようもなくて●●さんにお願いした経緯があるんですけど。実際の●●が出ている田んぼは
ちょっと●●●●●かね、共同で●●●っていう●●●●●作っている方に●●●●●経緯があるんです
よ。その田んぼのくくり、周りの田んぼの管理ができないということで、●●●さんと●●●と●●だけ
で、●さん●●に行かれておられませんので後々管理ができないということで、周りから●●があっていろ
んな相談されていくっていうことにされたようです。周りの管理がしっかりしておればもうちょっと依頼さ
れたんじゃないかなと思うし、今後のことを考えて田んぼという財産を持ってても後作ってくれる人がいな
ければやっぱり手放したくなるってのが心情かなと思います。
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岩城　正治

酒井　喜之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　12番　

　この議事録は事実と相違ないことを証明する。

　　　令和６年５月２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市町農業委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　　林　忠治

　　　議事録署名委員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　10番　

では次に、「報告第１号　農地法第１８条第６項の規定による届出について」事務局より説明よろしくお願
いいたします。

その他質問ありませんか。

よろしいですか。報告第１号を終わらせていただきます。

以上をもちまして第10回上市町農業委員会総会を閉会します。皆さま大変お疲れ様でしたありがとうござい
ました。

では次に、「議案第２号　農業経営基盤強化促進事業の農用地利用集積計画に係る実施方針の承認につい
て」事務局より説明をお願いいたします。

（議案書をもとに説明）

●番の●●●●さん中間管理機構を通しての契約だったはずなんで中間管理機構になるがじゃないか。中間
管理機構の解約もやっていただかないと引き落としが変わってくるかなと。

全員賛成と認めます。議案第２号については原案のとおり承認いたします。

（議案書をもとに説明）

ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明について質疑のある方は発言
をお願いいたします。

全員賛成と認めます。議案第１号については原案のとおり許可することにいたします。

どうですか質問意見等ないようなら採決いたしますけど。

議案第２号について、原案のとおり承認することに賛成の方の挙手をお願いいたします。

（挙手）

ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明について質疑のある方は発言
をお願いいたします。

質問意見がなければ採決してもよろしいでしょうかね。

議案第１号について、原案のとおり許可することに賛成の方は挙手を願います。

（挙手）


